
問い合わせ　国東市農業委員会　☎0978－72－5176

税務課から申告のご案内

　平成25年度市県民税申告のご案内（申告会場並びに日程を含む）を、１月21日（月）の回覧文書（区
長文書）で各世帯１部ずつ配布しますので、期限内の申告をお願いします。

 ～確定申告及び市県民税申告の準備はお早めに～
　所得税及び市県民税の申告の時期になりました。本年も昨年同様に申告会場を設けて市職員が申
告受付を行います。申告会場が混み合うことが予想されますので、次の事柄について事前に準備を
して申告会場へお越しいただくようご協力をお願いします。

①年金や住宅借入金等特別控除など所得税の還付申告を受けようとする方は、収入・経費の根拠と
なる書類の整理を進めるとともに、各関係機関から必要書類を取り寄せるなど申告の準備をして
ください。※給与や年金等の源泉徴収票は１月31日までに送付されます。

②農業、営業、不動産所得などの申告には、必ず収支（収入金額と必要経費）内訳書の作成が必要
となりますので、事前作成をしてください。また、その金額が確認できる書類（領収証など）も
必要です。

農業の収支内訳書の記載方法については、税務窓口に手引を用意していますのでご活用ください。

③医療費控除を受けようとする方は、医療を受けた人、医療機関ごとに領収書（昨年中の支払分）
を分け、集計をしてください。また、保険金等で補てんされた金額（高額療養費、出産育児一時
金など）があれば同様に整理・集計し、内訳書を作成してください。

○耕作目的での売買、贈与等をする場合
　…３条申請
　農地を耕作目的で売買や贈与等をすると
きは、農業委員会の許可が必要です。許可
を受けずに行った売買等は、法的に無効で
あり、所有権移転の登記ができません。な
お、資産保有や投資目的の売買、また農地
を取得する適格者（自ら耕作する面積が申
請地を含めて50アール以上等）でない場合
には許可されません。

○自分名義の農地を転用する場合…４条申請
○他人名義の農地を買って、または借りて転
用する場合…５条申請
　農地の転用とは、農地を住宅用地、車庫
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問い合わせ　税務課　市民税係　☎0978－72－1111（内線131・133）

　本年も給与支払報告書の提出をしていただく時期となりました。今回提出していただく給与支払
報告書は、平成25年度の市県民税の計算のもととなる大切な資料です。給与支払報告書の提出義務
のある事業所及び個人事業主は、１月31日（木）までに税務課に提出をお願いします。

給与を支払った方は給与支払報告書の提出が必要です

問い合わせ　税務課　資産税係　☎0978－72－1111（内線134・137）

　償却資産をお持ちの方は、毎年１月１日現在における資産の状況について１月31日（木）まで
に申告しなければなりません。※所得税確定申告は別途必要です。

償却資産とは…事業をしている会社や個人が事業のために使用している土地・家屋以外の資産で、
その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必
要経費に算入されるものです。

対　　象………構築物、建物附属設備、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器
具及び備品。※自動車税・軽自動車税の課税客体となるものは除きます。

　ご不明な点や、申告書が手元にない方についてはお問い合わせください。

償却資産をお持ちの方は申告が必要です

◆受付の日時と場所
　日　時　１月28日（月）～２月１日（金）
　　　　　午前９時～午後５時
　場　所　福祉事務所 家庭福祉係
　　　　　各総合支所 地域市民健康課

●平成25年度大恩こども館の入館を希望される方

●平成25年４月から保育園に入園を希望される方の受付を行います

平成25年度  保育園の入園受付を行います平成25年度  保育園の入園受付を行います

問い合わせ
福祉事務所　　家庭福祉係　　　☎0978－72－5164
国見総合支所　地域市民健康課　☎0978－82－1112

武蔵総合支所　地域市民健康課　☎0978－68－1112
安岐総合支所　地域市民健康課　☎0978－67－1114

用地、工場用地、倉庫用地、資材置場、駐
車場、山林など農地以外の用途に変更する
ことで、農業委員会を経て都道府県知事の
許可が必要です。

○一時転用…４条、５条申請と同様の扱い
　一時的に資材置場や駐車場、工事仮設事
務所用地、工事用残土置場用地などにする
場合も農地転用となり、農業委員会を経て
都道府県知事の許可が必要です。

　このようなルールを守らず、農地の無断転
用等を行った場合は、農地法の規定による罰
則が適用されます。また、現行法では個人に
よる墓地への転用は認められていません。

農業委員会からのお知らせ 農地の売買・転用は許可が必要です

※むさしこども園・国東こども園・南部こども
園・富来保育園（※平成25年４月１日から「認
定こども園」の認定を受ける予定）は、認定
こども園のため、園で受付をお願いします。

◆国東市内の認可保育園
•伊美保育園 国見町伊美2457-１
•竹田津保育所 国見町竹田津3610-１
•熊毛保育所 国見町小熊毛62-２

•来浦保育園 国東町浜1353
•オレンジ保育所 国東町原2129
•武渓保育所 武蔵町麻田57-１

•安岐中央保育園 安岐町中園404-５
•安岐保育所 安岐町下原1273-１

◆認定こども園のご案内
•むさしこども園 武蔵町糸原498 ☎0978-68-1452
•国東こども園 国東町田深1571-14 ☎0978-72-0500
•南部こども園 国東町小原119-１ ☎0978-72-0609

•富来保育園 国東町富来浦1549 ☎0978-74-0200
　※平成25年４月１日から「認定こども園」の認定を受ける予定です。

◆申込みに必要なもの
１　保育所入所申込書
　福祉事務所家庭福祉係・各総合支所地域市
民健康課でお渡ししますので、受付日以前に
お越しください。
　在園児の方は「保育所現況届」を保育園で
お渡しします。

２　印鑑
３　平成24年分源泉徴収票（給与所得者）
※平成24年１月２日以降に国東市に転入された

　入館申請書　大恩こども館・福祉事務所家庭福祉係でお渡しします
　受 付 日 時　１月28日（月）～ ２月１日（金）午前９時～午後５時
　※保育に欠けない３歳以上の児童が対象となります。

方については、他の書類が必要な場合があり
ます。詳しくはお問い合わせください。

※原則として、昼間家庭保育ができない児童が
対象となります。

　なお、上記受付期間以外でも受付を行います
が、多数の入園希望者が予想されますので、在
園児、新入園児とも必ず受付期間内に手続きを
してください。（ただし、受付の先着順に保育
を実施するということではありません。）
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